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東京外かく環状道路（関越～東名）の大深度地下の 

使用認可申請書の提出を行いました。 
 

 

国土交通省 関東地方整備局、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株

式会社は、東京外かく環状道路（関越～東名）について、１１月８日に大深

度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書を事業所管

大臣（国土交通大臣）に提出しましたのでお知らせします。 

■提出に係る経緯 

東京外かく環状道路（関越～東名）については、幅広く意見を聴きながら

検討を行い、平成１９年４月に高架方式から地下方式へ都市計画が変更され

ました。その後、平成２１年度に事業化され、鋭意事業を推進しており、本

年９月２日～６日にかけて、大深度地下使用認可申請に向けて事業の目的や

内容の説明会を実施しました。 

今般、大深度地下使用認可申請の準備が整ったため、大深度地下の使用認

可申請書を提出しました。 

 

なお、合わせて、都市計画法に基づき、都市計画事業として施行するため

の承認及び認可についても申請しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 






